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各位 

2025 年６月 13 日 

株式会社グリーンエナジー＆カンパニー 

 代表取締役社長 鈴江 崇文 

（証券コード：1436） 

問い合わせ先 山本 洋史 

（050-1871-0650） 

 

自己株式を活用した第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 

第７回新株予約権（固定行使価額型）の発行に関するお知らせ 

 

当社は、本日付の取締役会において、以下のとおり、シンプレクス・キャピタル・インベス

トメント株式会社（以下「シンプレクス・キャピタル・インベストメント」といいます。）が無

限責任組合員を務めるシンプレクス・キャピタル・PIPEs 投資事業有限責任組合１号（以下

「割当予定先」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」といい

ます。）及び第 7 回新株予約権（以下「本新株予約権」といい、本新株予約権付社債及び本新株

予約権を個別に又は総称して「本募集証券」といいます。）の発行（以下「本第三者割当」とい

います。）を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします（以下、かかる資金調達を

総称して「本資金調達」といいます。）。 

なお、本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使の結果交付されることとなる当社

普通株式の一部には、当社の自己株式 171,435 株（2025 年４月 30 日現在。本新株予約権付社

債が当初転換価額で転換されたと仮定した場合における、本資金調達全体における発行見込株

式数は 544,797株）を充当する予定です（本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使

につき、時期の早いものから充当することを想定しております。）。 

シンプレクス・キャピタル・インベストメントには資本市場や企業価値向上の支援等に精通

したメンバーが参加しており、中期経営計画「Green300」の加速に向けた当社の中長期の経営

戦略に深い理解を示していただいております。投資家としての中長期的な視点から、持続的な

成長に向けて企業価値が向上するような積極的な業務支援や提案を受けることにより、当社の

企業価値向上を図ることが可能であると判断し、戦略的投資提携にいたることとなりました。 

 

記 

 

１．募集の概要 

＜本新株予約権付社債発行の概要＞ 

（１） 払 込 期 日 2025 年６月 30 日 

（２） 新株予約権の総数 40 個 
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（３） 
各社債及び新株予

約 権 の 発 行 価 額 

社債：金 20,000,000 円 

（各社債の額面金額 100 円につき金 100 円） 

新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要し

ません。 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

本新株予約権付社債の全部が当初転換価額で転換された

と仮定した場合の潜在株式数：364,797 株（本新株予約

権付社債に係る新株予約権１個につき 9,119 株） 

本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行わ

れず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はあり

ません。 

本新株予約権付社債の転換に際して交付する株式におい

て、当社は保有する自己株式 171,435 株（2025 年４月

30 日現在）を活用する予定です（本新株予約権付社債

の転換又は本新株予約権の行使につき、時期の早いもの

から充当することを想定しております。）。 

（５） 調 達 資 金 の 額 800,000,000 円 

（６） 転 換 価 額 １株当たり 2,193 円 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による 

（８） 割 当 予 定 先 
シンプレクス・キャピタル・PIPEs 投資事業有限責任組

合１号 

（９） 利率及び償還期日 
利率：本社債には利息を付さない 

償還期日：2030 年７月１日 

（10） 償 還 価 額 額面 100 円につき 100 円 

（11） そ の 他 

上記各項については、金融商品取引法に基づく届出の効

力発生を条件とします。当社は、割当予定先との間で、

本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る第三者割当

契約（以下「本第三者割当契約」といいます。）を締結

する予定です。本第三者割当契約において、割当予定先

は、払込期日から２年間は、当社の事前の同意なく本新

株予約権付社債の転換を請求しないものとする旨が定め

られる予定です。 

また、本第三者割当契約において、下記「６．割当予定

先の選定理由等 （5）ロックアップについて」に記載

のとおり、新株式発行等に関するロックアップに係る条

項が定められる予定です。 

 

＜本新株予約権発行の概要＞ 

（１） 割 当 日 2025 年６月 30 日 

（２） 発 行 新 株 予 約 権 数 1,800 個 

（３） 発 行 価 額 新株予約権１個当たり 1,601 円（総額 2,881,800 円） 
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（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：180,000 株（本新株予約権１個につき 100

株） 

本新株予約権については、行使価額の修正は行われ

ず、したがって上限行使価額及び下限行使価額はありま

せん。 

本新株予約権の行使に際して交付する株式において、

当社は保有する自己株式 171,435 株（2025 年４月 30

日現在）を活用する予定です（本新株予約権付社債の

転換又は本新株予約権の行使につき、時期の早いもの

から充当することを想定しております。）。 

（５） 調 達 資 金 の 額 414,001,800 円（注） 

（６） 行 使 価 額 １株当たり 2,284 円 

（７） 行 使 期 間 2025 年７月１日から 2030 年７月１日まで 

（８） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による 

（９） 割 当 予 定 先 
シンプレクス・キャピタル・PIPEs 投資事業有限責任

組合１号 

（10） そ の 他 

上記各項については、金融商品取引法に基づく届出の

効力発生を条件とします。 

当社は、割当予定先との間で、本第三者割当契約を締

結する予定です。本第三者割当契約において、割当予

定先は、払込期日から１年間は、当社の事前の同意な

く本新株予約権を行使しないものとする旨が定められ

る予定です。 

また、本第三者割当契約において、下記「６．割当予

定先の選定理由等 （5）ロックアップについて」に記

載のとおり、新株式発行等に関するロックアップに係

る条項が定められる予定です。 

（注）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額ですべ

ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が調整さ

れた場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間

内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調

達資金の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

（1）資金調達の主な目的 

当社は、2009 年の創業以来、「サステナブルな社会の実現を新しい常識で」というパーパ

スのもと、持続可能なエネルギー社会の構築を目指してまいりました。 

創業当初において当社が最初に取り組んだのが、ネットゼロエネルギーハウス事業です。

グループ会社である株式会社グリーンエナジー・ライフが展開するこの事業では、太陽光発

電・蓄電池といった再生可能エネルギー技術を組み込んだ規格型住宅を、お求めやすい価格
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で提供し、「大きな家」ではなく「暮らしの豊かさ」を最大化する住まいづくりを提案してま

いりました。 

また、土地の取得から設計・施工、販売、管理・メンテナンスに至るまでをワンストップ

で担うビジネススキームを確立、「エネルギー（太陽光・蓄電池）」「住まい」「土地」「資産形

成」等を組み合わせた独自のソリューションを展開し、環境貢献と資産形成の両立を実現す

る“かしこい暮らし”の提供を強みとしてまいりました。 

 

こうしたネットゼロエネルギーハウス事業を通じて培った再生可能エネルギーの利活用技

術や土地開発・施工に関する知見を基盤に、当社は次なる成長領域として、太陽光発電所の

開発事業へと事業を拡大してまいりました。 

太陽光発電事業は、グループ会社である株式会社グリーンエナジー・プラスを中心に展開

しており、発電所の企画・用地取得から設計、施工管理、販売に至るまで、一貫した体制を

構築しています。 

創業以来、「再生可能エネルギーを、投資価値ある資産として個人や企業が主体的に保有・

活用できる社会」の実現を目指し、多様なスキームによる電源開発を進めてまいりました。

特に、投資用「プライベート発電所」の開発・販売において豊富な実績を有しており、電力

の自給自足や環境配慮と収益性の両立を実現するモデルを構築しております。また、売電や自

己託送、PPA（電力購入契約）といった非 FIT 型の仕組みにもいち早く対応し、企業向け自

家消費モデル等、柔軟な電源提案を進めています。 

さらに、営農型太陽光発電や地域エネルギーとの連携といった取り組みも推進しており、

再生可能エネルギーの地産地消と地域課題の解決を両立する「地域共生型開発」を強化して

います。こうした総合的な展開により、当社は再生可能エネルギーソリューション事業の主

要プレイヤーとして、社会実装の前進と業界内での確固たる地位を築いてきました。 

 

太陽光発電所の開発実績の蓄積に伴い、当社はそれらの発電所の長期安定稼働と発電効率

の最適化を実現すべく、保守・メンテナンス（O&M）事業にも注力してまいりました。グル

ープ会社である株式会社グリーンエナジー・ファシリティーズを中心に、点検・監視・修繕

業務を提供しており、自社案件にとどまらず他社開発の発電所にも対応する形で、外販事業

を拡大しています。 

O&M 分野では、遠隔監視やドローン点検、AI 異常予測といった先進技術を積極的に導入

し、スマートメンテナンス体制の確立を進めています。これにより、発電効率の最大化と発

電所のライフサイクル延伸を実現し、再生可能エネルギーソリューション事業全体の基盤強

化とストック収益の創出につなげております。 

 

これら３事業を柱とする当社は、「ネットゼロエネルギーハウス」「太陽光発電」「O&M」

の三位一体で再生可能エネルギーソリューション事業を展開しており、それらの成長を加速

するべく、中期経営計画「Green300」を策定しました。本計画では、2029 年４月期における

売上高 300 億円、営業利益 20 億円の達成を掲げており、各事業の着実な成長を通じて目標の

実現を図ってまいります。 
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その上で、当社が新たな収益基盤として注力しているのが、系統用蓄電池及びアグリゲー

ション事業です。系統用蓄電池とは、電力系統に接続され、需給バランスの調整や周波数制

御等を行うための大規模な蓄電池設備を指します。これにより、再生可能エネルギーの導入

拡大に伴い発生する電力の需給変動や系統の安定化ニーズに対応することが可能となりま

す。また、アグリゲーション事業とは、複数の蓄電池やその他の分散型リソースを集約・制御

し、電力市場において価値を最大化するための需給調整やサービス提供を行う事業です。本

事業は、中期経営計画「Green300」策定時点では、ネットゼロエネルギーハウス事業、太陽

光発電事業、O&M 事業を中核に据える中で、将来的な成長可能性を見込んだ補完的な位置づ

けとして計画に含まれておりました。 

しかしながら、本事業は昨年度より新規事業として立ち上げたものであり、「Green300」策

定当初は中核事業としては位置づけておりませんでしたが、実際の事業展開においてはすで

に複数件の受注を獲得し、本年度には一定規模の売上計上が見込まれるまでに成長しており

ます。さらに、企業・自治体を中心とした多数の引き合いが寄せられており、今後も系統用

蓄電池及びアグリゲーション市場の拡大が継続すると見込まれています。こうした事業開発の

進展と市場環境の追い風を受け、当社では本事業が既存の中核３事業に続く追加的な成長ド

ライバーとして確信を深めており、現在は中長期的な収益基盤としての確立に向け、戦略的

な取り組みを本格化させております。 

足元では同事業に関する取り組みが加速しており、2025 年４月１日には「株式会社

GREEN ACTION の株式取得による子会社化」、さらに 2025 年５月 21 日には「系統用蓄電

所における開発数目標についてのお知らせ」を適時開示として公表いたしました。これら

は、系統用蓄電池・アグリゲーション事業を当社の重要な成長領域として戦略的に位置づ

け、収益の柱へと育成する強い意思を示すものです。 

当社は、蓄電池を活用した電源開発と、アグリゲーションによる需給調整・制御を一体的

に運営することで、再生可能エネルギーの価値最大化と新たなストック収益の創出を目指し

ています。現在は、グループ会社である株式会社 GREEN ACTION を中心にシステムの開発

や運用設計を進めるとともに、自社保有による蓄電池案件の開発や土地仕込みにも着手して

います。 

本資金調達により得られる資金は、こうした蓄電池・アグリゲーション事業の本格的立ち

上げ及び拡大に向けて、系統用蓄電所の開発費用、システム開発、土地取得・建設費用等に

優先的に充当する予定です。 

 

本事業は、当社グループの企業価値の一層の向上に資するのみならず、次世代型の再生可能

エネルギーソリューション事業者としての進化を象徴する取り組みであり、株主・投資家・

社会の皆様とともに、持続可能な未来の実現に貢献してまいります。 

 

（2）本第三者割当を選択した理由 

① 資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、割当予定先に対し本募集証券を割り当て、本新株予約権付社債につい

ては払込期日に、本新株予約権については割当予定先による行使によって当社が資金を調達
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する仕組みとなっております。なお、本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使の結

果交付されることとなる当社普通株式の一部に、当社の自己株式を充当する予定です（本新

株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使につき、時期の早いものから充当することを

想定しております。）。 

当社は現在、中期経営計画「Green300」に基づき、ネットゼロエネルギーハウス事業、太

陽光発電事業、O&M 事業を中心とした既存事業のさらなる成長に向け、積極的な設備投資や

開発投資を進めております。その結果、2025 年 4 月期の連結売上高は 11,616 百万円（前期比

20.1％増）と大幅な成長を遂げた一方で、成長投資による資金需要が増加し、2025 年 4 月末

時点における現預金残高は 979 百万円にとどまっております。このような状況下において、

将来的に当社の収益基盤の柱となることが見込まれる系統用蓄電池及びアグリゲーション事

業に対し、迅速かつ十分な初期投資を実行するためには、新たな外部資金の調達が必要であ

ると判断いたしました。 

なお、今回の調達金額は、系統用蓄電池及びアグリゲーション事業における具体的な資金

需要と、発行済株式総数及び流通株式数に対する希薄化の影響とのバランスを慎重に勘案し

た上で設定しており、事業成長と株主価値の維持・向上の両立を目指す最適な水準であると

考えております。 

 

② 資金調達方法の選択理由 

当社は、上記「（１）資金調達の主な目的」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調

達方法を検討していましたところ、割当予定先から本資金調達の提案を受けました。 

当社は、本新株予約権付社債の発行により、当社の資金需要に対し一定の金額を発行時点

で調達することができるため、また、残りの必要金額については自己株式を活用した本新株

予約権の行使により、希薄化及び株価に配慮した形での調達が可能となるため、今般の資金

調達を選択いたしました。 

また、当社は今回の資金調達に際し、以下の「（本資金調達の特徴）」及び「（他の資金調達

方法との比較）」に記載されている点を総合的に勘案した結果、本資金調達による資金調達方

法が、既存株主の利益に配慮しながら当社の将来の資金ニーズに対応しうる、現時点におい

て最適な選択であると判断し、これを採用することを決定いたしました。 

 

（本資金調達の特徴） 

[メリット] 

① 本新株予約権付社債の発行により、証券の発行時に一定の資金を調達することが可能とな

ります。 

② 本新株予約権付社債の発行により、将来的な自己資本の拡充が期待可能でありつつも、段

階的に転換が行われることが期待できるため、株価インパクトの分散化が可能となりま

す。 

③ 本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使により交付される株式の一部には自己

株式が充当されることが想定されており、当該自己株式の充当部分については、新規に株

式が発行されることによる株式価値の希薄化は生じません。 
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④ 本新株予約権の目的である当社普通株式数は 180,000 株で固定されており、株価動向に

かかわらず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化の規模は限定的です（但し、

行使価額の調整事由が生じた場合には、本新株予約権の目的である当社普通株式数も調整

されることになります。）。他方で、全額を新株予約権による調達とした場合、行使がなさ

れなければ調達ができないため、資金需要とのバランスを考慮して、一部を本新株予約権

付社債による調達としております。 

⑤ 本新株予約権による調達金額及び本新株予約権付社債による調達金額のうち当社普通株式

への転換の対象となった金額はいずれも資本性の資金となるため、財務健全性指標が上昇

します。 

[デメリット] 

① 本新株予約権付社債部分については即座の資金調達が可能ですが、本新株予約権について

は、新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に

行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権

の発行当初に発行予定額の満額の資金調達が行われるわけではありません。 

② 市場環境に応じて、本新株予約権付社債の転換完了及び本新株予約権の行使完了までには

一定の期間が必要となります。また、当社の株式の流動性が減少した場合には、転換完了

及び行使完了までに時間がかかる可能性があります。 

③ 株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約権

の行使が期待できないため、事実上資金調達ができない仕組みとなっております。特に、

行使価額修正型の新株予約権と比べて、本新株予約権については、行使価額は株価推移と

連動して修正されないため、行使がなされるためには行使価額を上回る水準で株価が推移

する必要があり、その行使の蓋然性は相対的に低くなっております。 

④ 株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合でも、割当予定先が本新株予約権を行使

するとは限らず、資金調達の時期には不確実性があります。 

⑤ 本新株予約権付社債の転換価額は 2,193 円に固定されており、株価がこの水準を下回って

推移する場合、本新株予約権付社債の転換が進まず、社債として償還するための資金が必

要となる可能性があります。 

⑥ 本新株予約権付社債については、発行時点においては会計上の負債であり資本には算入さ

れず、一時的に負債比率が上昇します。 

⑦ 第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家か

ら資金調達を募ることによるメリットは享受できません。 

 

（他の資金調達方法との比較） 

① 公募増資又は第三者割当の方法による新株式の発行等により一度に全株を発行すると、一

時に資金を調達できる反面、希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそ

れがあると考えられます。また、一般投資家の参加率が不透明であることから、十分な額

の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判

断いたしました。 
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② 普通社債又は借入れによる資金調達では、利息負担が生じ、調達金額が全額負債として計

上されるため、本第三者割当において調達するのと同規模の資金をすべて負債により調達

した場合、財務健全性が低下する可能性があります。今後の事業戦略推進において、緊急

の資金需要が生じた場合に備えて迅速に有利子負債による資金調達を行う選択肢を残す観

点からも、普通社債の発行又は借入れにより調達することは現時点における現実的な選択

肢ではないと判断いたしました。 

③ 株主割当増資では出資を履行した株主との間では希薄化懸念は払拭されますが、割当先で

ある既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金を調達できるかどうか

が不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。 

④ いわゆるライツ・イシューには、発行会社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコ

ミットメント型ライツ・イシューと、発行会社はそのような契約を締結せず、新株予約権

の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、

コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達

手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大する

ことが予想され、適切な資金調達方法ではない可能性があります。また、ノンコミットメ

ント型ライツ・イシューは、上記の株主割当増資と同様に、割当先である既存投資家の参

加率が不透明であり、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であり、今回の

資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。 

⑤ 行使価額修正条項付の新株予約権には、様々な設計がありますが、その行使価額は下方に

も修正される形が一般的です。行使価額修正条項付の新株予約権は行使の蓋然性が高まる

一方、現状の株価水準よりも低い価格での行使がなされ、資金調達の金額が当初の予定を

下回ることも珍しくありません。今般の資金調達に際しては、本新株予約権付社債の発行

により当面必要な資金を調達しつつ、本新株予約権については行使価額を固定することに

より、既存株主の株式価値を損なうことなく、追加的な資金調達を当初の予定どおりの金

額規模で達成できる見込みです。このように、行使価額が下方修正されるタイプの修正条

項付の新株予約権に比べて、想定どおりの金額での資金調達を実現できる可能性が高いと

いう意味で、本新株予約権は当社の資金需要に合致した資金調達方法であると考えており

ます。 

 

また、株式価値の希薄化が生じる時期を可能な限り遅らせることができるよう割当予定

先と協議した結果、本新株予約権付社債の調達資金による企業価値向上と持続的な成長を

確認するために相当な期間として、本新株予約権付社債の発行日から２年間は当社の事前

の同意なく本新株予約権付社債の転換を請求しない旨を、また、本新株予約権の発行日か

ら１年間は当社の事前の同意なく本新株予約権を行使しない旨を本第三者割当契約で合意

する予定です。なお、当社が本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使に事前に

同意し、本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使が行われた場合には、速やか

にお知らせいたします。一方で、割当予定先は、当社の中長期的な企業価値の向上と株式

価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること（本新株予約権を

行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資



9 

 

金の回収）を目的としていることから、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行

使が可能な期間において、当社普通株式の株価等を勘案の上で割当予定先が適切と判断し

た時点で、株式への転換が行われることとなります。以上の点により、既存株主の利益に

配慮することを前提に当社の資金ニーズに対応しながら、当社の中長期的な企業価値の向

上と株式価値の最大化を目指すことが割当予定先の利益にもつながるため、本第三者割当

契約を締結した上で、第三者割当の方法により本新株予約権付社債及び本新株予約権を発

行することが最も適した調達方法であるという結論に至りました。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（1）調達する資金の額 

払 込 金 額 の 総 額 1,214,001,800 円 

発 行 諸 費 用 の 概 算 額 10,000,000 円 

差 引 手 取 概 算 額 1,204,001,800 円 

（注）１．本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概

算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に

行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得

した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少

いたします。 

２．上記払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額（800,000,000 円）及び

本新株予約権の発行価額の総額（2,881,800 円）に本新株予約権の行使に際して

払い込むべき金額の合計額（411,120,000 円）を合算した金額であります。 

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

４．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、本新株予約権付社債及び本新株予約

権の公正価値算定費用及びその他事務費用（有価証券届出書作成費用、反社チェ

ック調査費用並びに本新株予約権付社債及び本新株予約権の登記費用）の合計で

す。 

 

（2）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 1,204,001,800 円の具体的な使途につきましては、上記「２．募集の目

的及び理由 （1）資金調達の主な目的」に記載のとおり、当社が注力する蓄電池・アグリゲ

ーション事業の本格的な立ち上げと拡大を推進するため、下表記載の各種投資に充当する予

定であります。 

なお、これらの投資は、調達完了後速やかに実行に着手する予定ですが、支出までの間は

安全性の高い短期金融商品で適切に管理・運用する方針です。また、想定どおりの資金調達が

困難となった場合には、自己資金又は外部借入れ等を活用して当該施策の遂行を継続する方

針です。 
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具体的な使途 
金額 

（百万円） 
支出予定時期 

① 系統用蓄電所用土地取得及び建設費用 794 2025 年７月～2030 年６月 

② アグリゲーション事業に関するシステ
ム開発 

90 2025 年 10 月～2026 年 12 月 

③ 自社保有系統用蓄電所の開発 320 2025 年 12 月～2026 年 12 月 

合計 1,204 － 

（注）上記具体的な使途につき、本新株予約権付社債の発行による調達金額は①に優先的に充

当し、支出時期によって②及び③にも一部充当する予定です。また、本新株予約権の行

使による調達金額は主に①に充当する予定です。 

 

上記表中に記載された資金使途に関する詳細は以下のとおりです。 

 

① 系統用蓄電所用土地取得及び建設費用 

系統用蓄電所用土地取得及び建設費用としては、総額 794 百万円の資金枠を確保してお

り、本資金は案件の進捗や市場動向に応じて柔軟に活用していく運転資金の性格を有するも

のです。具体的な費用項目ごとの積み上げに基づく予算ではなく、案件ごとの状況に応じ

て、土地取得、系統接続費用、建設費用等に適宜割り振りながら活用していく方針です。 

参考として、土地取得に関しては、自社で開発する用地１件当たりで土地代金として約５

～10 百万円、系統接続等に係る負担金として約 10～20 百万円、他社が開発した用地の取得

に伴う費用として、土地及び接続権利等を含め１件当たり約 50～80 百万円程度を想定して

おります。 

また、建設費用としては、設備代金約 100～130 百万円、工事代金約 60～80 百万円程度

を目安としていますが、これらはあくまで想定水準であり、枠内で案件進捗に応じた機動的

な資金運用を行ってまいります。 

さらに、対象案件の完成後に得られる売却代金や回収資金についても、同枠内での再投資

に優先的に活用する方針であり、事業の回転率と資金効率の最大化を図りながら、蓄電池事

業の競争力強化と収益基盤の拡充を推進してまいります。 

 

② アグリゲーション事業に関するシステム開発 

アグリゲーション事業に関するシステム開発費として、総額 90 百万円を投資する計画で

す。 

本費用は、当社グループにおけるアグリゲーション事業の本格展開に向け、アグリゲータ

ーAC/RA（Aggregator Coordinator / Resource Aggregator）システム（以下「本システム」

といいます。）の構築に充当するものです。 

本システムは、蓄電池をはじめとした分散型電源を統合的に制御し、電力需給調整市場や

容量市場への参画を可能とするための基幹的な運用プラットフォームであり、アグリゲーシ

ョン事業の中核を担う技術インフラとなります。具体的には、リソース（蓄電池等）の状態

監視、スケジューリング、指令配信、計測及び実績管理、報酬算定等の各機能を統合し、電
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力広域的運営推進機関（OCCTO）向けの報告及び連絡業務、応動指令や緊急対応に関する

アラート、並びに各市場との連携要件への対応を視野に入れた設計を予定しています。 

当該開発は、グループ会社である株式会社 GREEN ACTION における運用を前提としな

がらも、将来的には第三者のリソース統合や外部事業者へのサービス提供も可能とするスケ

ーラブルなアーキテクチャとして構築を進める方針です。これにより、当社グループのアグ

リゲーション事業を技術面から強固に支える基盤を形成し、ストック型収益モデルの確立と

中長期的な事業拡大を加速してまいります。 

 

③ 自社保有系統用蓄電所の開発 

自社保有系統用蓄電所の開発費として、総額 320 百万円を予定しています。 

本費用は、蓄電池・アグリゲーション事業の初期段階において、技術検証及び運用実績の

確保を目的とした自社保有案件の整備に充当されるものです。なお、販売用の用地開発と建

設工事を行う①とは独立した事業です。 

具体的には、土地及び系統接続権利の取得費用として 80 百万円、蓄電池本体に 100 百万

円、キュービクル及びトランスに 30 百万円、PCS（パワーコンディショナー）に 30 百万

円、EMS（エネルギーマネジメントシステム）に 20 百万円、並びに工事費用として 60 百

万円を見込んでいます。 

本開発案件は、蓄電池単体での電源開発とアグリゲーション事業を一体的に運用するモデ

ルケースとして、設備仕様・運用手法・市場反応の検証を通じた最適化と、外部に対する技

術的信頼性の証明を目的とする重要な取り組みです。また、保有型スキームによるストック

型収益の安定確保と、グループ内での付加価値還流を可能とすることで、今後のスケーラブ

ルな事業展開における基盤構築にも寄与するものと位置づけています。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

 上記「２．募集の目的及び理由 （1）資金調達の主な目的」に記載のとおり、今回調達す

る資金は今後の当社の中長期的な企業価値の向上に寄与するもので、かかる資金使途は合理的

なものであり、また、既存株主の皆様の利益にも資するものと考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（1）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

① 本新株予約権付社債 

当社は、本新株予約権付社債の発行要項及び割当予定先との間で締結する本第三者割当

契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権付社債の価値評価を第三者評価機関であ

る株式会社赤坂国際会計（代表者：山本顕三、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号）

（以下「赤坂国際会計」といいます。）に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権

付社債の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテ

カルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日（2025 年６月 12 日）の市場環境や

割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提（当社の株価（2,193 円）、配当額

（13 円）、無リスク利子率（1.0％）、当社株式の株価変動性（51.6％）、クレジットスプ
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レッド（0.4％-0.9％）及び市場出来高、割当予定先が市場出来高の一定割合の範囲内で

一様に分散的に権利行使及び株式売却を実施すること等）を置き、本新株予約権付社債の

評価を実施しています。当社は、本新株予約権付社債の特徴、当社の置かれた事業環境及

び財務状況を総合的に勘案した結果、本新株予約権付社債の発行価額を各本社債の金額

100 円につき金 100 円とすることを決定しております。また、本新株予約権付社債の転換

価額は、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、2,193 円と決定

いたしました。なお、この転換価額は、2025 年６月 13 日（取締役会決議日）に先立つ

60 取引日間の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値の 96％に相当する

金額であり、2025 年６月 12 日（取締役会決議日の前営業日）における当社普通株式終値

2,193 円に対して 0.00％のプレミアム（小数点以下第３位を四捨五入。以下、株価に対す

るプレミアム率又はディスカウント率の数値の計算について同様に計算しております。）、

発行決議日の直前取引日までの直近１か月間の終値平均 2,163 円（小数点以下を四捨五

入。以下、平均株価の計算について同様に計算しております。）に対して 1.39％のプレミ

アム、同直近３か月間の終値平均 2,283 円に対して 3.94％のディスカウント及び同直近６

か月間の終値平均 2,313 円に対して 5.19％のディスカウントとなります。 

当社は、本新株予約権付社債の発行価額が赤坂国際会計の算定した価値評価額（各社債

の金額 100 円につき金 98.6 円から金 100.4 円）の範囲内であり、本社債に新株予約権を

付すことにより当社が得ることのできる経済的利益すなわち新株予約権の実質的な対価と

新株予約権の公正な価値とを比較し、新株予約権の実質的な対価（社債額面 100 円当た

り 6.6 円から 8.7 円）が新株予約権の公正な価値（社債額面 100 円当たり 5.7 円）を上回

っており、その評価手続きについて特に不合理な点がないことから、本新株予約権付社債

の発行条件は合理的であり、本新株予約権付社債の発行が有利発行に該当しないものと判

断いたしました。 

また、当社監査等委員会から、本新株予約権付社債の発行条件は、第三者算定機関の選

定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された上記の価値評価

額の範囲内であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点

が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である

旨の意見を得ております。 

 

② 本新株予約権 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する本第三者割当契約に

定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である赤坂国際会

計に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考

慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評

価基準日（2025 年６月 12 日）の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定

の前提（当社の株価（2,193 円）、配当額（13 円）、無リスク利子率（1.0％）、当社株式の

株価変動性（51.6％）、クレジットスプレッド（0.4％-0.9％）及び市場出来高、割当予定

先が市場出来高の一定割合の範囲内で一様に分散的に権利行使及び株式売却を実施するこ

と等）を置き、本新株予約権の評価を実施しています。また、本新株予約権の行使価額
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は、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、2,284 円と決定いた

しました。なお、この行使価額は、2025 年６月 13 日（取締役会決議日）に先立つ 60 取

引日間の当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額であり、

2025 年６月 12 日（取締役会決議日の前営業日）における当社普通株式終値 2,193 円に対

して 4.15％のプレミアム、発行決議日の直前取引日までの直近１か月間の終値平均 2,163

円に対して 5.59％のプレミアム、同直近３か月間の終値平均 2,283 円に対して 0.04％の

プレミアム及び同直近６か月間の終値平均 2,313 円に対して 1.25％のディスカウントとな

ります。 

その上で当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予

定先との間での協議を経て、本新株予約権の１個の払込金額を、当該評価額と同額である

1,601 円としています。本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公

正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の

算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価

値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えら

れるところ、払込金額が算定結果である評価額を参考に当該評価額と同額であるため、本

新株予約権の発行価額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いた

しました。 

また、当社監査等委員会から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関の選定が妥

当であること、発行価額が当該第三者算定機関によって算出された上記の価値評価額と同

額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認めら

れないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見

を得ております。 

 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債がすべて転換された場合に交付される株式数（364,797 株）及び本新

株予約権がすべて行使された場合に交付される株式数（180,000 株）を合算した総株式数は

544,797株（議決権数 5,447 個）であり、2025 年４月 30 日現在の当社発行済株式総数

4,284,800 株（議決権総数 41,108 個）に対して、12.71％（議決権総数に対し 13.25％）（小

数点以下第３位を四捨五入）の希薄化が生じるものと認識しております。もっとも、本新株

予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使に際して交付する株式のうち 171,435 株には、

当社の自己株式を充当する予定であることから、発行済株式総数ベースでの希薄化率はより

小さくなると想定しております。他方で、上記「２．募集の目的及び理由 （1）資金調達

の主な目的」に記載のとおり、当社にとって本第三者割当による資金調達を実行する必要性

は極めて高く、また、本第三者割当の規模はかかる資金調達の必要性に照らして最低限必要

と考えられる規模に設定されています。また、本第三者割当は、他の資金調達方法との比較

においても、最も適切な資金調達手法と考えられ、さらに上記「（1）払込金額の算定根拠及

びその具体的内容」に記載のとおり、払込金額には合理性が認められます。また、当社が成

長を目指す中長期の時間軸に対して、同様の認識を持つ割当予定先が一定程度の資本性の証

券を保有することで、より事業展開に好ましい資本戦略を実現することが可能と考えており
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ます。本第三者割当を契機として、資金調達に加え、当社と割当予定先との協議により、事

業開発や業務提携先の紹介、IR 支援等の経営面での支援を受ける方針について協議により

合意に至っております。当社グループが認識している経営課題や経営方針に合致した成長支

援を受け、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると判断しました。 

東京証券取引所における当社普通株式の直近６か月の１日平均売買高は 14,570 株、直近

３か月の１日平均売買高は 14,756 株、直近１か月の１日平均売買高は 8,243 株であり、一

定の流動性を有しております。また、下記「６．割当予定先の選定理由等 （5）ロックア

ップについて」に記載のロックアップ期間の終了時期や市場状況によっては、本新株予約権

付社債又は本新株予約権の全部又は一部が一度に転換又は行使される可能性がある点も否定

できません。しかし、当社と割当予定先の無限責任組合員であるシンプレクス・キャピタ

ル・インベストメント株式会社との間で、本募集証券の転換又は行使後の当社普通株式の売

却方針について事前に協議を行っており、割当予定先は、可能な限り当社と資本・業務提携

を通じて事業シナジーが見込める企業への譲渡を目指すことを基本方針としております。こ

れは、当社及び割当予定先双方にとって長期的な企業価値向上を志向した合理的な判断に基

づくものであり、市場売却による株価下落圧力を回避し、株主の皆様への影響を最小化する

ことを意図しております。以上の事情を踏まえれば、希薄化が株主の皆様に与える影響を考

慮してもなお、本第三者割当には必要性及び相当性が認められると考えております。 
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６．割当予定先の選定理由等 

（1）割当予定先の概要 

（１）名称 
シンプレクス・キャピタル・PIPEs 投資事

業有限責任組合１号 

（２）所在地 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

（３）設立根拠等 
投資事業有限責任組合契約に関する法律に

基づく投資事業有限責任組合 

（４）組成目的 
グロース市場等の国内上場企業に対する第

三者割当による成長資金の投資 

（５）組成日 2024 年７月１日 

（６）出資の総額 5,100,000,000 円 

（７）出資者・出資比率・出資者の概要 

シンプレクス・キャピタル・インベストメ

ント株式会社、株式会社地域経済活性化支

援機構、株式会社横浜銀行、株式会社静岡

銀行、国内大手企業年金 

（８）無限責任組合員の概要 

名称 

シンプレクス・キャピタ

ル・インベストメント株

式会社 

所在地 
東京都千代田区丸の内一

丁目５番１号 

代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 水嶋 

浩雅 

事業内容 

１.投資事業組合財産の

運用及び管理 

２.有価証券の取得、管

理、保有及び処分 

３.前各号に付帯又は関

連する一切の事業 

資本金 １千万円 

（９）当社と当該ファンドとの間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（10）当社と無限責任組合員との間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（注）１．2025 年６月 13 日現在のものであります。 

２．割当予定先の出資者の出資比率及び国内大手企業年金の名称については、顧客の

守秘義務の観点から非開示とするよう割当予定先より要請されており、開示は控

えさせていただきます。 
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３．当社は、割当予定先との間で締結する本第三者割当契約において、割当予定先か

ら、割当予定先及びその主な出資者が反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢力

と何らの関係ない旨の表明保証を受けております。さらに、割当予定先及びその

組合員について、反社会的勢力であるか否か、並びに割当予定先及びその組合員

が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、独自に専門の第三

者調査機関である株式会社セキュリティー＆リサーチ（代表取締役：羽田 寿

次、住所：東京都港区赤坂二丁目 16 番６号）に調査を依頼し、2025 年６月５日

に調査報告書を受領いたしました。 

同社からは、登記情報・公開情報を収集の上、①メディア記事及びウェブ上でア

クセス可能な情報、②有料データベース、③海外制裁リスト、④株式会社セキュ

リティー＆リサーチが独自に収集したデータベースを用いた調査を行ったとの報

告を受けております。 

当該調査報告書において、割当予定先若しくはその組合員が反社会的勢力であ

る、又は割当予定先若しくはその組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有して

いる旨の報告はありませんでした。以上により、当社は、割当予定先並びにその

組合員及び主な出資者が反社会的勢力と一切の関係がないと判断し、これに係る

確認書を東京証券取引所に提出しております。 

 

（2）割当予定先を選定した理由 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由（1）資金調達の主な目的」に記載のとおり、中

期経営計画「Green300」の達成に向けた既存事業の成長に加え、蓄電池・アグリゲーショ

ン事業という新たな収益基盤の確立に取り組んでおり、それらの成長を加速するための資金

調達手法について、戦略的・中長期的な観点から検討を重ねてまいりました。 

そのような中、エンゲージメント投資に定評があり、成長企業の事業支援に強みを持つシ

ンプレクス・キャピタル・インベストメントが運用するシンプレクス・キャピタル・PIPEs

投資事業有限責任組合１号から、当社の成長ポテンシャル及び事業戦略に対する深い理解と

長期的支援の意向を受け、2024 年 12 月 26 日より協議を開始いたしました。その後、協議

を重ねた結果、当社の意向に合致する形で資金調達スキームに合意いたしました。 

同ファンドは、株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）が出資する成長支援ファン

ドの第一号投資案件でもあり、地方に根差した成長意欲ある中堅・中小企業への投資を通じ

て、地域経済の活性化と企業価値向上の双方を実現することを目的としています。当社のよ

うに、「エネルギー×くらし」を軸に持続可能な社会づくりに貢献する企業に対して、資本

の提供のみならず、業務提携先の紹介や IR 活動の支援等、事業・経営両面での中長期的伴

走支援を行う方針を有している点も、極めて親和性が高いと判断しました。 

これらを総合的に勘案し、当社は、同ファンドを本募集証券の割当予定先として選定する

ことを決定いたしました。今後、同ファンドとの連携を通じて、蓄電池・アグリゲーション

事業をはじめとする成長戦略をより一層推進し、企業価値の持続的な向上を図ってまいりま

す。 
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（3）割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上

と株式価値の最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること（本新株予約

権付社債を普通株式に転換し、また、本新株予約権を行使した上で売却する際における投資

資金の回収）を目的としているため、本新株予約権付社債及び本新株予約権を割当後短期的

な期間内に第三者に譲渡することはない方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受け

ております。但し、本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使により交付を受ける

こととなる当社普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案

しつつ売却する方針です。 

また、上記「１．募集の概要 ＜本新株予約権付社債の概要＞（11）その他」に記載のと

おり、本新株予約権付社債の発行日から２年間は、原則として、割当予定先は本新株予約権

付社債の転換を請求できず、また、上記「１．募集の概要 ＜本新株予約権の概要＞（10）

その他」に記載のとおり、本新株予約権の発行日から１年間は、原則として、割当予定先は

本新株予約権を行使できないことを合意する予定です。 

なお、当社と割当予定先が締結する本第三者割当契約における制限として、割当予定先が

本新株予約権付社債及び本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議に

よる当社の承認を要する旨を合意する予定です。 

 

（4）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先について、本日現在において本募集証券の発行に係る払込みのために

必要かつ十分な資金を保有してはいないものの、割当予定先に係る投資事業有限責任組合契

約書の写しを確認することにより、各出資者と割当予定先との間で、割当予定先において資

金が必要なときに無限責任組合員であるシンプレクス・キャピタル・インベストメントが行

うキャピタルコールに応じ、各出資者が割当予定先に対する出資を行う旨の約束がある旨を

確認することで、割当予定先は、払込期日までに各出資者から本募集証券の発行に係る払込

みのために必要かつ十分な資金を確保する見込みがあることを確認しております。 

また、シンプレクス・キャピタル・インベストメントへのヒアリング等を通じて、割当予

定先の各出資者がキャピタルコールに応じて割当予定先に対して出資を行う意思があること

を確認しており、キャピタルコールに対応する、各出資者の割当予定先に対する出資の履行

の意思及び出資の能力に問題がないことを確認しております。 

なお、当社と割当予定先との間で締結する本第三者割当契約において、割当予定先から、

払込期日において、割当予定先が払込みに要する十分な現金を有する旨の表明及び保証を得

ます。 

 

（5）ロックアップについて 

当社は、本第三者割当契約において、本第三者割当契約の締結日以降、払込期日から 30

か月後の応当日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による承諾を受けること

なく、以下(ア)及び(イ)に記載する行為を行わない旨を合意する予定です。 
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(ア) 当社普通株式若しくは当社のその他の種類の株式、当社普通株式若しくは当社のその

他の種類の株式に転換若しくは交換されうる有価証券、若しくは当社普通株式若しく

は当社のその他の種類の株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券に関す

る、発行、募集、貸付、売付若しくは売付契約の締結、当社の株主による当社普通株

式の売出し（金融商品取引法第２条第４項に定めるものをいい、証券会社による引受

けを伴うものに限ります。）について同意すること若しくはそのための機関決定を行

うこと、又は当社の指示により行為する法人若しくは個人に、上記行為を行わせるこ

と 

(イ) (ア)に記載する行為を行うことを企図していること、又はそれに同意することを、発

表又は公表すること 

但し、①本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権付社債の転換又

は本新株予約権による当社の株式の交付、②株式分割又は株式無償割当てに伴う当社の株式

の交付、③本第三者割当契約の締結日現在残存している新株予約権の行使による当社の株式

の交付、④吸収分割、株式交換、株式交付及び合併に伴う当社の株式の交付、⑤当社のスト

ックオプション制度に基づく当社の新株予約権又は株式の発行又は交付、⑥会社法第 194 条

第３項に基づく自己株式の売り渡しは、上記(ア)及び(イ)で禁止される行為には当たらない

旨が定められる予定です。 

 

７．大株主及び持株比率 

募集前（2025 年４月 30 日現在） 募集後 

株式会社エフピーライフ 
代表取締役 鈴江 崇文 

58.83％ 
株式会社エフピーライフ 
代表取締役 鈴江 崇文 

51.95％ 

鈴江 崇文 10.34％ 
シンプレクス・キャピタル・
PIPEs 投資事業有限責任組合 1 号 

11.70％ 

ＴＯＦＵ合同会社 
代表社員 小林 隼 

3.28％ 鈴江 崇文 9.13％ 

佐久間 淳一 0.91％ 
ＴＯＦＵ合同会社 
代表社員 小林 隼 

2.90％ 

グリ－ンエナジ－従業員持株会 
理事長 高崎 倫輔 

0.63％ 佐久間 淳一 0.80％ 

むさし証券株式会社 
代表取締役社長 忍田 昇一 

0.39％ 
グリ－ンエナジ－従業員持株会 
理事長 高崎 倫輔 

0.55％ 

ＪＰモルガン証券株式会社 
代表取締役社長 李家 輝 

0.30％ 
むさし証券株式会社 
代表取締役社長 忍田 昇一 

0.34％ 

楽天証券株式会社 
代表取締役社長 楠 雄治 

0.27％ 
ＪＰモルガン証券株式会社 
代表取締役社長 李家 輝 

0.27％ 
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KGI ASIA LIMITED 
- CLIENT ACCOUNT 
常任代理人香港上海銀行東京支店 
カストディ業務部 
Senior Manager Operation 
小松原 英太郎 

0.27％ 
楽天証券株式会社 
代表取締役社長 楠 雄治 

0.24％ 

堀田 実 0.23％ 

KGI ASIA LIMITED 
- CLIENT ACCOUNT 
常任代理人香港上海銀行東京支店 
カストディ業務部 
Senior Manager Operation 
小松原 英太郎 

0.24％ 

（注）１．募集前の持株比率は、2025 年４月 30 日現在の株主名簿を基に作成しております。 

２．募集後の大株主及び持株比率は、2025 年４月 30 日現在の発行済株式総数に、本新

株予約権付社債がすべて転換され、また本新株予約権がすべて行使された場合に交

付される当社普通株式 544,797 株から本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権

の行使に際して交付する株式として充当する予定の自己株式 171,435 株（2025 年４

月 30 日現在）を除いた株式数を加えて算定しております。 

３．持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

８．今後の見通し 

本資金調達により得られる資金は、今後の本格的な事業展開に向けて段階的に活用してい

く予定であり、一部の案件については、2026 年 4 月期中にも売上・利益への寄与が生じる可

能性があります。なお、現時点においては、本資金調達が 2026 年 4 月期の連結業績予想に与

える影響は軽微であり、業績予想の修正は行っておりません。今後開示すべき事項が生じた

場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本募集証券の発行規模は、上記「５．発行条件等の合理性 （2）発行数量及び株式の希薄

化の規模が合理的であると判断した根拠」に記載のとおりであり、2025 年４月 30 日現在の

総議決権数に対して最大 13.25％の希薄化にとどまります。このため、①希薄化率が 25％未

満であること、②支配株主の異動を伴うものでないこと（本募集証券がすべて転換・行使さ

れた場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと）から、東京証券取引

所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める経営者から一定程度独立した者より当該割当

の必要性及び相当性に関する意見の入手並びに株主の意思確認手続きは要しません。 
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10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1）最近３年間の業績（連結） 

 2023 年４月期 2024 年４月期 2025 年４月期 

売上高（千円） 8,853,977 9,676,010 11,616,630 

営業利益（千円） 530,752 514,380 543,537 

経常利益（千円） 515,286 502,829 408,098 

親会社株主に帰属する 

当期純利益（千円） 
323,610 330,434 275,507 

１株当たり当期純利益金額（円） 79.40 81.07 67.23 

１株当たり配当額 

（１株当たり中間配当額）（円） 

12.00 

（－） 

12.00 

（－） 

13.00 

（－） 

１株当たり純資産額（円） 1,165.72 1,234.79 1,286.81 

（注）2025 年４月期の数値について、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監

査法人の監査はなされておりません。 

 

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025 年６月 13 日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 4,284,800 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）に

お け る 潜 在 株 式 数 
173,300 株 4.04％ 

（注）潜在株式はすべてストックオプションによるものです。 

 

（3）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2023 年４月期 2024 年４月期 2025 年４月期 

始  値 828 円 816 円 916 円 

高  値 1,286 円 1,091 円 2,996 円 

安  値 656 円 778 円 905 円 

終  値 816 円 916 円 2,259 円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
2025 年 

1 月 
2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

始  値 2,228 円 2,380 円 2,521 円 2,436 円 2,259 円 2,137 円 

高  値 2,408 円 2,648 円 2,556 円 2,487 円 2,259 円 2,275 円 

安  値 2,212 円 2,367 円 2,281 円 2,051 円 2,108 円 2,117 円 

終  値 2,370 円 2,503 円 2,436 円 2,259 円 2,112 円 2,193 円 

（注）2025 年６月の株価については、2025 年６月 12 日現在で表示しております。 
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③ 発行決議日前営業日における株価 

 2025 年６月 12 日 

始  値 2,195 円 

高  値 2,211 円 

安  値 2,185 円 

終  値 2,193 円 

 

（4）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

 

以上 
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（別紙１） 

 

株式会社グリーンエナジー＆カンパニー 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行要項 

 

１．社 債 の 名 称 

 株式会社グリーンエナジー＆カンパニー第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権の

みを「本新株予約権」という。） 

２．社 債 の 総 額 

 金 800,000,000 円 

３．各 社 債 の 金 額 

 金 20,000,000 円の１種 

４．払 込 金 額 

 各本社債の金額 100 円につき金 100 円 

５．本新株予約権付社債の券面 

 本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債を表章する新株予約権付社債

券を発行しない。なお、本新株予約権付社債は会社法第 254 条第２項本文及び第３項

本文の定めにより本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

６．利 率 

 本社債には利息を付さない。 

７．担保・保証の有無 

 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債

のために特に留保されている資産はない。 

８．申 込 期 日 

 2025 年６月 30 日 

９．本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日 

 2025 年６月 30 日 

10．募 集 の 方 法 

第三者割当の方法により、シンプレクス・キャピタル・PIPEs 投資事業有限責任組合

１号に全額を割り当てる。 

11．本社債の償還の方法及び期限 

(１) 本社債の満期償還 

本社債は、2030 年７月１日にその総額を本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還

する。 
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(２) 本社債の繰上償還 

(イ) 当社の選択による繰上償還 

当社は、繰上償還を希望する日（以下、本(イ)において「繰上償還日」という。）

の 20 銀行営業日前までに本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債権者（以

下「本新株予約権付社債権者」という。）に書面で通知することにより、繰上償

還日に、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 103 円

で償還することができる。 

(ロ) 本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還 

① 組織再編行為による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社

の株主総会で承認された場合において、承継会社等（以下に定義する。）

の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、その選

択により、当社に対して、償還を希望する日（以下、本①において「繰上

償還日」という。）の 10 銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、繰上

償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を以下の償還金額で繰上償

還することを、当社に対して請求する権利を有する。 

上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ（以下に定義する。）

が 100％を超える場合には、各社債の金額 100 円につき金 100 円に参照パ

リティを乗じた額とし、参照パリティが 100％以下となる場合には、各社

債の金額 100 円につき金 100 円とする。 

「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。 

(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が

金銭のみである場合 

当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承

認日時点で有効な転換価額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、

小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。） 

(ii) (ⅰ)以外の場合 

会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為

に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定され

た日（決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表さ

れる場合にはかかる公表の日）の直後の取引日（東京証券取引所において

売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株

式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限（一時的な取引制限も含む。）

があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同

じ。）に始まる５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値を、当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換価
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額で除して得られた値（小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、

これを百分率で表示する。）とする。当該５連続取引日において第 12 項第

(４)号(ハ)②、④及び⑦に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当

該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、第 12 項第

(４)号(ハ)①乃至⑦に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整さ

れるものとする。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が

分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社

が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成

若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容

とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、

かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられる

こととなるものをいう。 

「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社

若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、

株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の

日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかで

あって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。 

② 公開買付けによる繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、公開買付け（以下

に定義する。）が行われた場合、その選択により、当社に対して、償還を

希望する日（以下、本②において「繰上償還日」という。）の 10 銀行営業

日以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の

全部又は一部を、本号(ロ)①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算

出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有

する。 

「公開買付け」とは、金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当

社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当

社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上

場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し

（但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場

を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。）、かつ公開買付者が

当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合をいう。 

③ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以

下に定義する。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又
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は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合

理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還を希

望する日（以下、本③において「繰上償還日」という。）の 10 銀行営業日

以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全

部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、

当社に対して請求する権利を有する。 

「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有

価証券上場規程第 601 条第１項各号に定める事由が発生した場合、又は、

当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在におけ

る財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該

事業年度の末日の翌日から起算して６か月を経過する日までの期間におい

て債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。 

④ 支配権変動による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由（以下に定義する。）が生

じた場合、当該支配権変動事由が生じた日後いつでも、その選択により、

当社に対して、償還を希望する日（以下、本④において「繰上償還日」と

いう。）の 10 銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、

その保有する本社債の全部又は一部を、本号(ロ)①に記載の償還の場合に

準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対

して請求する権利を有する。 

「支配権変動事由」とは、特定株主グループ（当社の株券等（金融商品

取引法第 27 条の 23 第１項に規定する株券等をいう。）の保有者（同法第

27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）及びその共同保

有者（同法第 27 条の 23 第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項

に基づき共同保有者とみなされる者を含む。））の株券等保有割合（同法

第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいう。）が 50％超となっ

た場合をいう。 

⑤ スクイーズアウトによる繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社普通株式を全部取得条項付種類株式に

する定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会

の決議がなされた場合、当社の特別支配株主（会社法第 179 条第１項に定

義される。）による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨

の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式

の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合（以下「スク

イーズアウト事由」という。）、その選択により、当社に対して、償還を希

望する日（以下、本⑤において「繰上償還日」という。）の 10 銀行営業日
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以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全

部又は一部を、本号(ロ)①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出

される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有す

る。 

⑥ 財務制限条項抵触による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由（以下に定義する。）

が生じた場合には、その選択により、当社に対して、償還を希望する日（以

下、本⑥において「繰上償還日」という。）の 10 銀行営業日以上前に事前

通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を

各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、当社に対して

請求する権利を有する。 

「財務制限条項抵触事由」とは、当社の 2026 年４月期以降の連結通期損

益計算書に記載される経常損益が２期連続で損失となった場合、又は当社

の 2026 年４月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表

に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末における連結の通期の

貸借対照表に記載される純資産合計の額の 75％を下回った場合をいう。 

⑦ 当社株式等の発行による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社がエクイティ・ファイナンス（以下に

定義する。）を実施した場合、その選択により、当社に対して、償還を希

望する日（以下、本⑦において「繰上償還日」という。）の 10 銀行営業日

以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全

部又は一部を各社債の金額 100 円につき金 110 円で繰上償還することを、

当社に対して請求する権利を有する。 

「エクイティ・ファイナンス」とは、直接・間接を問わず、①当社普通

株式又は普通株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、

売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、

貸付けその他の移転又は処分、②当社普通株式の所有についての経済的結

果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決め、又は③こ

れらの各行為やその計画に係る公表をいう。但し、当社普通株式の株式分

割により当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、当社が本新株予約

権付社債権者又はその関係会社を相手方として上記各行為を行う場合、当

社が当社普通株式の無償割当を行う場合、当社が吸収分割、株式交換、株

式交付又は合併を行う場合、会社法第 194 条第 3 項に基づく自己株式の売

渡し、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若

しくは普通株式を発行若しくは交付する場合、本新株予約権付社債の払込

期日現在残存している当社新株予約権、本新株予約権及び第７回新株予約
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権の行使に基づき当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、その他適

用法令により必要となる場合についてはこれに含まれない。 

(３) 本項に定める繰上償還日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを

繰り上げる。 

(４) 当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買い入れるこ

とができる。買い入れた本新株予約権付社債について消却を行う場合、本社債又は本

新株予約権の一方のみを消却することはできない。 

12．本新株予約権の内容 

(１) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 40 個の本新株予約権を発

行する。 

(２) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

(３) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社

が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処

分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という｡）する数

は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を本項第(４)号(ロ)に定める転換価額で

除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調

整は行わない。 

(４) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方

法 

(イ) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本

社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同

額とする。 

(ロ) 転換価額は、当初 2,193 円とする。但し、転換価額は下記(ハ)の規定に従って

調整される。 

(ハ) 転換価額の調整 

① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由によ

り当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場

合には、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価

額を調整する。 
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      新 発 行 ・ 

処 分 株 式 数 
× １ 株 当 た り の 

払 込 金 額 

調 整 後

転換価額 
＝ 調 整 前

転換価額 
× 

既発行

株式数 
＋ 

時 価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

② 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 下記⑥(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新

たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割

当てによる場合を含む｡）（但し、株式報酬制度（株式給付信託を含む。）

に基づき、当社又は当社の子会社の取締役（社外取締役及び監査等委員

である取締役を除く。）又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請

求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請

求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分

割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を

除く｡） 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合は

その最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、

又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用

する。 

(ⅲ) 下記⑥(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交

付する定めのある取得請求権付株式又は下記⑥(ⅱ)に定める時価を下

回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む｡）（但し、第７回新株予約権を

除く。）を発行又は付与する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、

ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。） 

調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新

株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調

整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日)以降又は（無償割当て

の場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け
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る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを

適用する。 

(ⅳ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む｡）の取得と引換えに下記⑥(ⅱ)に定め

る時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）に関して、当該調整前に

本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額

は、当該調整を考慮して算出するものとする。 

(ⅴ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条

件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後転換価

額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合におい

て、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行

使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

転換価額 
－ 

調 整 後 

転換価額 
× 

調 整 前 転 換 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

③ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記④に定める特別配当の支払い

を実施する場合には、次に定める算式（以下「特別配当による転換価額調整

式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」

と総称する。）をもって転換価額を調整する。 

調 整 後

転換価額 
＝ 調 整 前

転換価額 
× 

時価 － １株当たりの特別配当 

時価 

「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業

年度の最終の基準日における各本社債の金額（金 20,000,000 円）当たりの本

新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。１株当たり特別配当

の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 



30 

 

④ (ⅰ) 「特別配当」とは、2030 年６月 27 日までの間に終了する各事業年

度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式１株

当たりの剰余金の配当（会社法第 455 条第２項及び第 456 条の規

定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰

余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。）

の額に当該基準日時点における各本社債の金額（金 20,000,000 円）

当たりの本新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の

当該事業年度における累計額が、基準配当金（基準配当金は、2030

年６月 27 日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係

る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金額（金

20,000,000 円）当たりの本新株予約権の目的である株式の数に、

(i)20 円又は(ii)各基準日の属する事業年度における親会社株主に

帰属する当期純利益に 60％を乗じた金額を、当該日時点の発行済

株式総数で除した金額（但し、当該金額が０円を下回る場合（当該

事業年度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場

合を含む。）には０円とする。）のいずれか高い金額を乗じた金額

の当該事業年度における累計額とする。）（当社が当社の事業年度

を変更した場合には、新株予約権者と協議の上合理的に修正され

た金額）を超える場合における当該超過額をいう。  

(ⅱ) 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の

基準日に係る会社法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当

決議が行われた日の属する月の翌月１日以降これを適用する。 

⑤ 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との

差額が１円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その

後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、

転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額

を差し引いた額を使用する。 

⑥(ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、

小数第２位を四捨五入する。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額が初めて適用され

る日（但し、上記②(ⅴ)の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始ま

る 30 取引日（終値のない日数を除く｡）の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

(ⅲ) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がな
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い場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の１か月前の日における

当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社

普通株式数を控除した数とする。また、上記②(ⅱ)の場合には、転換価

額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有す

る当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものと

する｡ 

⑦ 上記②記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要

な転換価額の調整を行う。 

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併の

ために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事

由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由

による影響を考慮する必要があるとき。 

⑧ 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後転換価額の適用開始日の前

日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその

事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用開始日その他必要な事

項を書面で通知する。但し、上記②(ⅴ)に定める場合その他適用開始日の前

日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかに

これを行う。 

(５) 本新株予約権を行使することができる期間 

2025 年７月１日から 2030 年６月 27 日までとする。但し、以下の期間について

は、本新株予約権を行使することができない。 

(イ) 当社が、第 11 項第(２)号又は第(３)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、

償還日の前銀行営業日以降 

(ロ) 当社が、第 14 項に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限

の利益を喪失した時以降 

(６) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(７) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

(８) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金に関する事項 
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本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じ

た金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。 

(９) 本新株予約権の行使請求の方法 

(イ) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項第(５)号記載の本新株予約権を行使す

ることができる期間中に第 19 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に

必要な事項を通知するものとする。 

(ロ) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する

行使請求に必要な全部の事項の通知が行われた日に発生する。 

(ハ)  本号に従い行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができない。 

(10) 当社は、行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対

し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替

口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録又は自己株式の当社名義からの振替を行う

ことにより株式を交付する。 

13．担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、

当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合

には、本新株予約権付社債のためにも、担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を

設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２条第 22 号に定められ

た新株予約権付社債であって、会社法第 236 条第１項第３号の規定に基づき、新株予

約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約

権の内容とされたものをいう。 

14．期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失す

る。 

(イ) 当社が第 11 項の規定に違背し、３銀行営業日以内にその履行がなされないと

き。 

(ロ) 当社が第 12 項第(４)号(ハ)、第 12 項第(10)号又は第 13 項の規定に違背し、

本新株予約権付社債権者から是正を求める通知を受領したのち 30 日を経過して

もその履行又は是正をしないとき。 

(ハ) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても

その弁済をすることができないとき。 

(ニ) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が

到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはそ
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の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生した

にもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額

（邦貨換算後）が 100,000,000 円を超えない場合は、この限りではない。 

(ホ) 当社が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは

特別清算開始の申立てをし、又は当社の取締役会において解散（合併の場合を除

く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。 

(ヘ) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又

は特別清算開始の命令を受けたとき。 

15．社債管理者の不設置 

本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件を

充たすものであり、社債管理者は設置されない。 

16．元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所） 

株式会社グリーンエナジー＆カンパニー 財務経理部 

17．社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれ

を行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社

債権者に対し直接に通知する方法によることができる。 

18．社債権者集会に関する事項 

(１) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２

週間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定の事

項を公告又は通知する。 

(２) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(３) 本社債の種類（会社法第 681 条第１号に定める種類をいう。）の社債の総額（償還

済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の 10 分の

１以上にあたる社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の

理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

19．行使請求受付場所 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

20．本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの

分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債

が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新

株予約権の価値と、本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の発行条件により

当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要

しないこととした。 
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21．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) その他本新株予約権付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任す

る。 

 

以  上 
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（別紙２） 

 

株式会社グリーンエナジー＆カンパニー第７回新株予約権 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社グリーンエナジー＆カンパニー第７回新株予約権（以下「本新株予約権」と

いう｡） 

２．申 込 期 間 

 2025 年６月 30 日 

３．割 当 日 

 2025 年６月 30 日 

４．払 込 期 日 

 2025 年６月 30 日 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権をシンプレクス・キャピタル・

PIPEs 投資事業有限責任組合１号に割り当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 180,000 株とす

る（本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は

100 株とする｡）。但し、下記第(２)号乃至第(５)号により割当株式数が調整される場

合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整され

るものとする。 

(２) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）

を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(３) 当社が第 10 項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行

う場合（但し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式

により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、か

かる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 10 項に定める調整前行

使価額及び調整後行使価額とする。 
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調 整 後 割 当 株 式 数 ＝ 
調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調 整 後 行 使 価 額  

(４) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第

10 項第(２)号及び第(５)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使

価額を適用する日と同日とする。 

(５) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日ま

でに、本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、

かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 10 項第(２)号⑤に定める

場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開

始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 1,800 個 

８．各本新株予約権の払込金額 

 金 1,601 円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 16.01 円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額

に割当株式数を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以

下「行使価額」という｡）は、当初 2,284 円とする。 

10．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社の

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新 発 行 ・  

処 分 株 式 数 
× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既発行

株式数 
＋ 

時 価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

① 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに

発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は

処分を当社普通株式の「交付」という｡）する場合（無償割当てによる場合を含む｡）

（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請

求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる
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権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式

交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日

とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しく

は処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその

日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付す

る定めのある取得請求権付株式又は下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む｡）（但し、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付され

た新株予約権を除く。）を発行又は付与する場合（無償割当てによる場合を含む。

但し、ストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権

の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出

するものとし、払込期日（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の

翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む｡）の取得と引換えに下記第(４)号②に定める時価を下回る価

額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権

付社債に付されたものを含む｡）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の

調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するも

のとする。 

⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日

以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上

記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これ

を適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに

本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、

当社普通株式を交付する。 
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株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

⑥(ⅰ) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(ii)に定める特別配当の支払いを実施す

る場合には、次に定める算式（以下「特別配当による行使価額調整式」といい、

新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と総称する。）

をもって行使価額を調整する。 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

時価 － １株当たりの特別配当 

時価 

「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年

度の最終の基準日における本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数で除

した金額をいう。１株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第２位

まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 (ii) 「特別配当」とは、2030 年６月 27 日までの間に終了する各事業年度内に到来

する配当に係る各基準日における、当社普通株式１株当たりの剰余金の配当（会

社法第 455 条第２項及び第 456 条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の

財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当

の額とする。）の額に当該基準日時点における本新株予約権１個当たりの目的

である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当

金（基準配当金は、2030 年６月 27 日までの間に終了する各事業年度内に到来

する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各新株予約権１個当

たりの目的である株式の数に、(i)20 円又は(ii)各基準日の属する事業年度にお

ける親会社株主に帰属する当期純利益に 60％を乗じた金額を、当該日時点の発

行済株式総数で除した金額（但し、当該金額が０円を下回る場合（当該事業年

度において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。）には０

円とする。）のいずれか高い金額を乗じた金額の当該事業年度における累計額

とする。）（当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議

の上合理的に修正された金額）を超える場合における当該超過額をいう。  

(iii) 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に

係る会社法第 454 条又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属

する月の翌月１日以降これを適用する。 
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(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１

円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整

を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整

前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、

上記第(２)号⑤の場合は基準日）に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値

のない日数を除く｡）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使

価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数か

ら、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上

記第(２)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準

日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含ま

ないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使

価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す

る必要があるとき。 

(６) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、

本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整

後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第

(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができな

い場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

11．本新株予約権を行使することができる期間 

2025 年７月１日から 2030 年７月１日までとする。 

12．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 
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13．本新株予約権の取得条項 

各本新株予約権の取得条項は定めない。 

14．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額

とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加

する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

15．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 11 項記載の本新株予約権を行使することができ

る期間中に第 18 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知

するものとする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第 19 項に定める払込取扱場所の

当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 18 項記載の行使請求受付場所に対する行使

請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

(４)  本項に従い行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができない。 

16．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

17．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条

件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎と

して、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動

向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金

額を金 1,601 円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は

第９項記載のとおりとし、行使価額は当初、本新株予約権に係る取締役会決議日（2025

年６月 13 日）の直前取引日までの 60 取引日間の東京証券取引所における売買高加重

平均価格の平均値に相当する金額とした。 

18．行使請求受付場所 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

19．払込取扱場所 

 株式会社千葉銀行 秋葉原支店 
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20．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、そ

の全部について同法の規定の適用を受ける。本新株予約権の取扱いについては、株式

会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の

規則に従う。 

21．振替機関の名称及び住所 

 株式会社証券保管振替機構 

 東京都中央区日本橋兜町７番１号 

22．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額そ

の他を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。 

(３) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以  上 

 

 


